
保護者 様 

新型コロナウイルス感染症による出席停止について 

 

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ

防ぐことで、一人ひとりの子どもたちが一日快適に生活できるよう、新型コロナウイルス感染症につい

ては発症後５日を経過し、かつ症状が軽快した後１日経過するまで医師の指示に従って十分休養させて

ください。 

 登園が可能になりましたら、下記の内容をご記入・捺印していただき、最初の登園日に提出してくだ

さい。 

 

 

※裏面の検温表もご記入ください。 

                                                     

 

令和  年  月  日 

登 園 届 

        保育園 園長 様 

 

 

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が終わったため、登園させます。 

 

瑞穂町公私立保育園園長会 

発　症　日 　　　月　　　日（　　）

クラス名

園児氏名

保護者氏名 ㊞　　

診断を受けた日 　　月　　　　日

熱が下がった日 　　月　　　　日

登園を再開する日 　　月　　　　日

受診した医療機関名



検 温 表 

平熱   

〇朝と夜検温し、記入してください。 （※熱が出始めた日から、記入してください。） 

〇欄が足りない場合は、余白に記入してください。 

 

 

※参考 「新型コロナウイルス感染症出席停止期間早見表」 

＊発症日（症状が出た日）を０日目と数え、発症後 5 日を経過し、かつ軽快後１日を経過するまでは出席停止です。 

＊熱がない場合は、その他の症状が出現した日を０日目として計算します。 

＊一度解熱し、再度発熱した場合には、必ず、医師の相談を受けてください。 

＊濃厚接触者については直ちに出席停止とはなりませんが、保育園まで連絡をお願いいたします。 

【用語について】  「発熱」とは、１日のうち少なくとも１回は発熱（37.5℃以上、平熱より 1℃以上）があった日です。 

「軽快」とは、「解熱剤を服用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある」ことです。 

「解熱」とは、１日のうち１回も熱が出なくなった日です。 
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